
保険税水準を統一する場合の各種事業の関係図 資料２－２

現行の納付金算定の範囲

α＝１

県全体の１人当たり納付金
（例：Ｒ４）120,519円

現行の納付金算定の範囲

α＝０

県全体の１人当たり納付金
（仮）120,540円

出産育児一時金・葬祭諸費の共同負担

直営診
療施設
運営費
の共同
負担

☆高額医療費・特別高額医療費の共同負担

国保税納付方法

☆滞納処分・収納対策☆短期証・資格者証の交付基準

本算定・保険税納期限

☆保険税及び一部負担金の減免基準

☆標準的な収納率の反映（収納率補完）

賦課限度額

賦課割合

特別交付金（２号評価分）

☆保険者努力支援制度（市町村分）

地方単独事業減額調整分の共同負担

財政安定化基金償還分の共同負担

特定健診負担金の共同負担

審査支払手数料の共同負担

その他市町村事務等の標準化

☆保健事業費

医療費水準の差異

☆賦課方式

☆特定健診・特定保健指導の受診率 広報

現行の納付金算定の範囲

α＝１

県全体の１人当たり納付金
（例：Ｒ３）120,540円

医療費水準の差異（反映）

納付金の年度間の平準化
（県全体の１人当たり納付金）

医療費指数反映係数α＝０
≒ 医療費水準の平準化（均霑化）

α＝０、且つ、納付金算定の事業範囲を拡大

要平準化事項

納付金の年度間
平準化財源
（留保財源の
基金への積立）

市町村財
政調整基
金

（国保制度改革に関連する論点）
医療提供体制の整備の観点

納付金＝保険税で収納する額
国保事務全般の標準化

医療費水準の差異（反映）

医療費指数反映係数α＝１

これまでの運営の方針


